
 

 

香川県綾歌郡綾川町議会 
 

２ 住民に開かれた議会 

 議会モニター制度の設置 

議会の活動状況について広く住民から意見や感想・提言を求め、住民により

開かれた議会、関心が持てる身近な議会とするため設置した。 

 香川県内では初めての取り組みとなる。 

 モニターは公募し、30代～70代と幅広い世代からの申し込みがあり、現在

６名に委嘱をしている。 

モニターから本会議の傍聴、議会だより及びホームページ等の掲載内容に関

し、年２回行われる議会議員との意見交換会で率直な意見や要望を聞くことで

住民ニーズに反映した議会活動を図っている。 

 議会だよりの発行 

 年４回の定例会ごとに発行し、本会議における採決の結果、委員会内での質

疑内容、一般質問などをわかりやすく掲載することに努めている。 

今後もさらなる議会の活性化及び町民に開かれた議会の実現に向けて、より

一層の取り組みを進めていきたい。 


